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ＪＰＯ（ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー）派遣制度について 
 
 外務省は、１９７４年以来ＪＰＯ（ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー）派遣制
度を実施しております。ＪＰＯとして国際機関に派遣されるためには、選考試験に
合格する必要がありますし、ＪＰＯの任期終了後に正規の国際機関職員となるた
めには、国際機関の採用プロセスを経てポストを獲得しなければなりませんが、実
際に、多くの方がこれまでＪＰＯとしての国際機関での経験を生かし、国際機関の
正規職員になっています。 
 本パンフレットでは、国際機関の職員となるために有効なツールであるＪＰＯ派遣
制度の詳細について説明しています。 
 



   外務省国際機関人事センターでは、国際機関への就職を目指す日本人の採用に 

向けた支援に関連する以下の業務を行っております。 

 

 

 
   ・ホームページやメール配信サービスによる国際機関への就職に関する情報の提供 

   ・国際機関への就職に関する各種資料の提供 

   ・各種照会への対応（国際機関への応募要件の説明等）    

 

 

     ・ＪＰＯ派遣制度の実施 

   ・外務省国際機関人事センターロスター登録制度の運営 

   ・国際機関が派遣する日本人採用ミッションの受け入れ 

   ・大学、シンポジウム・セミナー等での「国際機関への就職ガイダンス」の開催 

 

 

 

 

 

 

外務省国際機関人事センターについて 

お問い合わせ先 
Tel: 03-3580-3311(内線2841) 
E-mail: jinji-center@mofa-irc.go.jp 
http://www.mofa-irc.go.jp 

  国際機関への応募支援 

  日本人職員の採用を促進するための業務 

  国際機関に在籍する日本人職員の支援 
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 ＪＰＯ派遣制度とは 
 

 

 

 外務省では、将来的に国際機関で勤務する正規の職員を志望する若手の日本人を対象に、派遣に

係る経費を負担し、一定期間（原則２年間）各国際機関へ職員として派遣し、国際機関の正規職員とな

るために必要な知識・経験を積む機会を提供する目的で、ＪＰＯ派遣制度を実施しております。 

 ＪＰＯは派遣期間終了後、引き続き正規職員として派遣先機関やほかの国際機関に採用されることが

期待されますが、自動的に国際機関の正規職員になることが保証されるものではありません。派遣期

間終了後に正規職員となるためには、通常の手続きに従って空席ポストに応募して採用される必要が

あります。 

 

 

 

  

 ＪＰＯの派遣先は、外務省が派遣取決めを結んでいる国際機関が対象であり、代表的な機関として以

下のものがあります。なお、世界銀行、ＩＭＦ等の国際金融機関は派遣の対象ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＪＰＯは、多くの場合、これらの国際機関の世界各地に点在する現地事務所（フィールド・オフィス）で

勤務することになります。派遣する国際機関が決まった後国際機関側から各派遣者の学歴・職歴を踏

まえ適切と考えられるポストを提示され、勤務地域が決定されます。 

 

 

 

 

 国連を始めとする国際機関では、開発、人権、人道、教育、保健、平和構築等の分野に加え、ＩＴ、ロ

ジスティクス、調達、法務、財務、広報（渉外関係）、人事、モニタリング評価（Ｍ＆Ｅ）、環境、工学、理 

学、農学、薬学、建築等の分野のバックグラウンドを有する人材が広く求められています。 

 外務省としても、これらの分野で活躍する人材を、ＪＰＯとして積極的に派遣したいと考えております。 

 
  ・国連児童基金（ＵＮＩＣＥＦ）  ・国連開発計画（ＵＮＤＰ） 

  ・国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ） ・世界食糧計画（ＷＦＰ） 

  ・国連環境計画（ＵＮＥＰ）  ・国連人口基金（ＵＮＦＰＡ） 

  ・国際労働機関（ＩＬＯ）   ・国連食糧農業機関（ＦＡＯ） 

  ・国連教育科学文化機関（ＵＮＥＳＣＯ）  等  

 

主な派遣先国際機関 

注１） ＪＰＯの給与の格付は、すべてＰ２レベル（Ｐ２／Ｌ２／Ａ１）・ステップⅠ（初年時）に格付けされます（２年目はＰ２レベル・ス
テップⅡ）。また、手当等は国連職員規則に基づいて支払われます。 

注２） この制度により派遣される者は、派遣先機関によりＪＰＯ(Junior Professional Officer)、ＡＥ（Associate Expert）、ＡＰＯ
(Associate Professional Officer)と称されます。 
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  制度の概要 

  派遣先国際機関・地域 

  人材が求められている分野   



ＪＰＯへの応募から派遣まで 
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国際機関のＪＰＯとして派遣 

派遣先機関とのマッチング 

合格発表 

２次審査 

 面接審査・英語の筆記試験※ 

 

１次審査 

書面審査 

募集 

３５歳以下で国際機関勤務を 

希望する日本人が対象 

不採用 

条件が合わず不採用
の場合、①及び②を繰

り返す。 

派遣先国際機関決定のプロセス 

①派遣候補者決定及び 

推薦先国際機関の決定 

②候補者の国際機関 

への推薦 

③国際機関からの
ポストの提示 

④ポストの受諾 

（採用内定） 

⑤派遣先国際機関との 

雇用契約手続 

• オファー提示、健康診断受診、採用手続書類 

⑥事前ブリーフィング 

（※２０１２年度より追加） 



 ＪＰＯ派遣制度に関するＦＡＱ 

 

 ＪＰＯを受験するに当たって、どのような準備が必要ですか？ 

希望するポストに関連する専門分野の修士号が不可欠です。また専門分野を生
かしたフィールドワークの経験があれば、非常に有利です。 

 

受験に年齢制限はありますか？ 

３５歳以下の方で、学歴や職歴などの他の要件を満たしている方であれば、受験
できます。 

 

 国際機関でのインターンやボランティアの経験等は、職務経験とみなさ  
れますか？ 

無給のインターンやボランティアは、職務経験とはみなされません。ただし、ＵＮＶ
（United Nations Volunteers： 国連ボランティア）やＪＯＣV（Japan Overseas 
Cooperation Volunteers： 青年海外協力隊）は、名称にボランティアとありますが、職
務経験とみなされます。 

 

 海外の大学院で修士号を取得する方が、選考時に有利に評価されるの
でしょうか？ 

選考においては、どこの大学院で修士号を取得したかではなく、応募者がどの専
門分野で修士号を取得しているかが重視されますので，海外か国内かで有利不利
が生じることはありません。 

 

 ＪＰＯを受けるに当たり、どういう分野の修士号を取得したり、職務経験
を積めばよいのでしょうか？ 

応募者自身が「国際機関でどのような業務に携わりたいか」という点を踏まえて、
その業務の遂行に求められる専門分野と関連する修士号を取得し、職務経験を積
むことが必要です。 
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ＪＰＯ派遣制度に関するＦＡＱ 

派遣先機関・地域の希望は、考慮されますか？ 

派遣先機関等の決定に際しては、最終合格者の専門性・経歴が生かせるか否
か、将来的な正規採用の可能性があるか否かという観点を重視していますので、 

   希望する機関・地域に派遣されるとは限りません。 

 

派遣先となる国際機関・勤務地としてはどんな所があるのですか？ 

派遣先は外務省が派遣取決めを結んでいる国際機関が対象で、ＵＮＩＣＥＦ、ＵＮ
ＤＰ、ＷＦＰ、ＵＮＨＣＲ等が挙げられます。勤務地は、各機関の現地事務所（フィール
ド・オフィス）となることが多いです。 

 

派遣期間中、どのような心構えが求められますか？ 
 ＪＰＯとして国際機関に派遣されること自体が目的ではなく、あくまでも派遣期間 

   終了後に、国際機関で正規ポストを獲得し、将来にわたって正規職員として勤務す 
   ることが、本制度の目的です。したがって、派遣期間中は、派遣先機関での任務を 
   全うすることだけでなく、様々なネットワークを構築し、情報収集に励むとともに、国 
   際機関での空席情報の収集・分析を行い、自分の専門性・経歴等を生かせそうな空 
   席ポストがあれば、積極的に応募することが求められます。 

 
派遣先での給与等は、どのように取り扱われるのですか？ 
派遣されるＪＰＯの給与・手当等は、すべて日本政府（外務省）の拠出により賄わ 

   れます。すべてのＪＰＯの給与の格付けは、１年目は，国連職員の「Ｐ２レベル、ス 
   テップⅠ」に格付けされます（２年目は「Ｐ２レベル、ステップⅡ」）。また、手当等は国 
   連職員規則に基づいて支払われます。 
   （参考：国連職員規則：http://icsc.un.org/csd.asp） 

 



 ＪＰＯ派遣制度の実績 
  
 １９７４年から実施。これまでに約１３００名を派遣。 
 
 国連関係機関の日本人職員（専門職以上） 
    ７６５人中３３４人がＪＰＯ経験者。（２０１１年１月現在） 

 
 ２００８年度：２９４名が応募、３７名が合格 
 ２００９年度：５１０名が応募、３４名が合格 
    ２０１０年度：６２１名が応募、２７名が合格 
 
 年や機関によって異なりますが、派遣終了直後、概ね５～７割が国際機関に正規

採用されています。 
 
 日本人職員（専門職以上）に占めるＪＰＯ経験者の割合  
 

 ＵＮＨＣＲ  ５８人中５１人（８８％） 
 ＵＮＩＣＥＦ ６９人中５１人（７４％） 
 ＷＦＰ  ３９人中２５人（６４％） 
    ＵＮＤＰ  ７３人中４５人（６２％）（２０１１年１月現在） 
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 ＪＰＯ体験記 
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三好 正規 
 国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）チャド事務所保護課子ど
 もの権利担当 
 元ＵＮＨＣＲボスニア・ヘルツェゴビナ事務所保護課及びトルコ  
 事務所難民認定審査課ＪＰＯ 

 
１．国際機関勤務を希望するようになった経緯 
 小中高時代、夏休みを利用して短期の海外英語研修及びホームステイを何度か
経験していたことから、海外事情への関心は若い頃から強く抱いていました。高
校時代、国際関係や外交に興味を持ち、国際法の専攻できる法学部へ入学しまし
た。大学時代は様々な新しい考えや情報、哲学に触れ、国益追求を主な目的とす
る外交（とその頃は考えていた）と比べ、より普遍的な「国際益」を追求する国
際開発や国際人権・人道主義のアプローチに理想を見出し、将来の進路としてど
のような分野の職業があるのかに興味を持つようになりました。 
 国際開発・人権・人道主義といった分野の業務を目指すには、より確かな語学
力や国際情勢に関する深い知識のみならず、国際的文脈に適った議論や交渉の能
力、更に人間関係や文化生活面でも幅広い国際経験やノウハウが求められると考
え、学部卒業後、英国の大学院にて国際開発学を専攻し、開発と人権を研究しま
した。大学院時代にはフィールドで経験を積む機会にも恵まれました。留学して
間もない頃、民主党の海外青年ボランティア派遣に参加し、コソボ紛争終結直後
のマケドニアへ逃れていたコソボ難民及びコソボの国内避難民の支援活動に携
わった際、難民や国内避難民支援の一助となるには、自分自身の経験や能力が未
熟であることを痛感しました。英国留学中、日本のＮＧＯで、紛争後数年経った
ボスニア・ヘルツェゴビナでの学校復興支援及び民族融和支援事業にインターン
として携わりました。大学院を卒業した直後、就職活動をしつつ半年間フランス
でフランス語も学びました。 
 帰国後、私が真っ先に希望したのは、途上国における農村開発支援に実績のあ
るＮＧＯへの就職でした。開発分野における知識にもそれなりの自負があったた
め、就職先はすぐに見つかるだろうと楽観的に考えていたのですが、実際は想像
以上に苦戦しました。業務経験が足りず、修士号がオーバー・クオリフィケー
ションと扱われるきらいがあったためです。就職活動４ヶ月目に入り、全く無関
係の分野も含めた妥協策を練りだした頃、突然第一希望の国際ＮＧＯであるワー
ルド・ビジョンからプログラム・オフィサーのポストのオファーを頂き、ジャパ
ン・プラットフォーム助成による南部アフリカ干ばつ災害農業復興支援事業（肥
料配布・農業普及訓練実施）の調整を行うため、ザンビアへ６カ月間派遣されま
した。引き続き同団体で、２００３年には、イラクにおけるニネベ州国内避難民
人道支援事業（衛生医療物資の配布及び人権保護モニタリング）の実施統括を、 

 

  
 
 



２００４年にはイランのバムにおける大地震の被災者を対象とした救援復興支援事
業（衣料品配布及び学校復興支援）の実施統括をそれぞれ現地にて行いました。 
 ２００４年６月より２００６年１月まで、国連ボランティア（ＵＮＶ）専門家と
してワールド・ビジョン・ケニアに出向し、プログラム・オフィサーとして、ＵＮ
ＨＣＲ助成によるカクマ難民キャンプ支援事業や、南スーダン国内避難民食糧支
援・復興支援事業、ケニア・ナロク県地域開発事業、北スーダン・ダルフール人道
復興支援事業初動調査等の統括実施を担当しました。このように、人道復興支援か
ら開発に至る幅広い分野のフィールド経験を積むことができました。 
 ２００６年１月からはワールド・ビジョン・ジュネーブ事務所にて、人道支援に
おける人権保護アソシエートとして、人権保護アプローチに基づいた現地ニーズ分
析調査や事業形成実施、ジュネーブにおける国連会議出席等、アドボカシー活動や
ドナー交渉、人権保護アプローチに関する能力育成トレーニングの実施を担当しま
した。 
 上記のようなワールド・ビジョンにおける勤務を通じて、自然災害・紛争・貧困
という幅広い人道復興開発支援分野における様々な途上国での現地事業統括や先進
国における政策分析形成・アドボカシー活動という貴重な経験を得たことが、今日
の私の日々の業務における熱意やコミットメントの源泉、出発点となっています。 
 ２００５年のナイロビ駐在中、ＵＮＨＣＲの国際スタッフに採用されるためのロ
スター登録試験であるＩＰＲ（International Professional Roster）に合格し、
その後ＪＰＯ試験合格を経て、第一志望であるＵＮＨＣＲへの勤務が決定しました。 
 
２．ＪＰＯ試験を受けるにあたって 
 ＪＰＯを受けるために大事なことは、ＪＰＯを志望するに至った関連分野の業務
経験や学問的なバックグラウンド、経験を積む中で醸成された目的意識、将来の業
務の方向性を確立しておくことだと思います。また、英語以外の国連公用語が出来
ることは強みになるので、第二外国語の能力証明のための試験を受けておくことも
望ましいです。面接で厳しい質問をされる可能性もありますが、業務経験等を通じ
て大変な苦労をした経験があれば、そういう時にも動じないレジリエンスが発揮で
きるのかもしれませんし、そのような強さこそが、国連でキャリアを積むための要
素として評価されるのかもしれません。 
 
３．ＪＰＯ派遣後の勤務経験と感想 
 私は第一志望のＵＮＨＣＲにＪＰＯとして勤務することとなり、以前インターン
を経験したボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボ事務所でアソシエート保護官とし
て、人権保護を担当する部署に配属されました。勤務開始早々、事務所から「国内
避難民を担当するスタッフは十分にいます。貴方には難民の地位決定に関する業務
を行う部署で働いてもらいたい。」と伝えられました。 
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 私は、ボスニア政府内務省の実施する難民認定審査の各案件決定内容のレビュー、
同決定内容に対する異議申し立て過程や難民申請者の法的カウンセリングを担うＮ
ＧＯの能力育成、同国内法学部生を対象にした難民認定審査法に関する講義等の難
民地位認定業務に携わりました。ローカルスタッフの厳しさに鍛えられつつ、同分
野の専門知識とともに、様々な組織内の文化、政治力学といった現状や問題認識を
目の当たりにすることが出来、今考えるととても貴重な経験でした。 
 一方で、ボスニア・ヘルツェゴビナでは絶対的な申請案件数が少ないため、知識
は蓄積できても実践の場が少ないとも感じるようになりました。そのため、ＪＰＯ
２年目の後半には、難民認定審査を大規模に実施しており、審査面接及び地位決定
に関する法的アセスメント作成に直接携わることが出来る事務所を探しました。Ｕ
ＮＨＣＲの先輩の方々のアドバイスやサポート、そして日本政府のご理解を頂いた
結果、トルコのアンカラ事務所にて、アソシエート難民認定審査官としてＪＰＯ３
年目の勤務を開始することができました。３年目へのＪＰＯ任期延長の決定に当
たっては、すでにＩＰＲ試験にも合格しているという点が肯定的に考慮されたこと
が挙げられます。ＪＰＯ３年目、トルコでの経験は、私のそれまでの８年間に及ぶ
業務経験の中でも、あらゆる面において恵まれた思い出に残る１年となりました。 
 
４．正規ポスト獲得に至る過程 
 正規ポスト獲得に至る過程は容易ではありませんでした。ＩＰＲには合格してい
たものの、ＵＮＨＣＲ内部での経験が無ければ、Ｐ２レベルの正規ポストを全くの
外部候補者として獲得するのは困難です。ＪＰＯ３年目になると、最後の１年であ
ることが事務所にも意識されているので、正規ポストへの応募もより真剣に考慮さ
れますが、当時のＵＮＨＣＲの慣行で、ＪＰＯかつ男性である場合、外部候補者扱
いとなるため、限られた機会しか与えられていませんでした。 
 私がそれでも大いに恵まれていたのは、トルコ事務所の直属の上司や事務所代表
の真摯なアドバイスや寛大なサポートを頂けたことです。現在のＵＮＨＣＲチャ
ド・アソシエート保護官の正規ポストに私を推薦頂き、ポストを獲得するに至りま
した。こうして２０１０年３月末、正規職員としての勤務をチャドで開始したので
す。 
                                  （了） 
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武居 利恵 
 国連児童基金（ＵＮＩＣＥＦ）在タンザニア・ザンジバル地方事務所
 プログラムオフィサー（ＮＥＴＩ第３期生） 
 ［元ＵＮＩＣＥＦウガンダ事務所ＨＩＶ／ＡＩＤＳ担当ＪＰＯ］ 
 
１．国際機関勤務希望のきっかけ、ＪＰＯへ向けたキャリアパス 
 高校時代に交換留学で１年間を過ごしたオーストラリアで、世界中の留学生から
刺激を受けて他の文化や言語への興味を持ち始めました。大学１年に未知の大陸で
あったアフリカへ一人旅をし、人々と文化に魅了されました。その後も専攻の文化
人類学の調査のため、多数の国を訪問しました。数年後、青年海外協力隊として、
ネパール村落部の家族計画やジェンダー暴力に携わりました。国際協力機構（ＪＩ
ＣＡ）の協力隊員としてネパール家族計画協会というＮＧＯで活動した経験は非常
に興味深く、特に非常事態宣言の下で村人たちと苦労を共にできたことは貴重な体
験となりました。国レベルでの支援に貢献するために、国際保健分野の修士課程に
進学しました。同時期に国際人口基金（ＵＮＦＰＡ）東京事務所でボランティアを
通じて、国際機関の国内における活動も勉強できました。 
  
２．ＪＰＯでの担当業務と感想 
 大学時代の旅行以来、ようやく１０年後にアフリカ勤務の夢が実現しました。 
 ウガンダ北部は２０年以上にわたる内戦が終結した直後であり、緊急支援から開
発へと支援の方向性も変化している時期で、とてもやりがいのある仕事でした。 
 ウガンダでの１年９ヶ月間は、「子供とエイズ」という部署で母子感染予防と小
児治療に焦点を当て、地方事務所のサポート、データ管理、物資調達等を担当しま
した。また、携帯電話のメッセージサービス（ＳＭＳ）を利用して、より多くの妊
産婦や新生児に検診を行うためのプロジェクトを立ち上げました。ＪＰＯ時代には、
仕事の専門性だけではなく、徹底したチームワークと順応性が評価されました。上
司や同僚にも恵まれ、研修や出張にも積極的に参加し、非常に充実した経験を積む
ことができました。 
 
３．New and Emerging Talent Initiative（ＮＥＴＩ） 
 ＵＮＩＣＥＦのＮＥＴＩは、外部者（１５ヶ月以上勤務したＪＰＯ、コンサルタ
ント等も含む）を対象とし、本部で２カ月間、フィールドで１０カ月間実施される
プログラムです。自分が応募した際は、4000人以上が応募し、同期の３期生は２２
名でした（うち日本人は私を含めて２名）。分野もプログラムばかりではなく、人
事や財務など全般的に募集されています。ＵＮＩＣＥＦのニーズに基づく派遣とな
るので、勤務地は本部から指定されます。ＵＮＩＣＥＦのウェブサイトで応募後、
書類選考、推薦状、オンラインテスト、ＵＮＩＣＥＦ本部等との電話面接・最終結 
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果通知まで延べ６カ月に及ぶ長期戦でした。電話面接には、ＪＰＯや通常の国際機
関での面接と同様に、Competency-based interviewの準備をしておく必要がありま
す。 
 現在、タンザニアのザンジバル地方事務所にて、業務を行っています。ザンジバ
ルは、イスラム教の影響が強く、非常に特徴的な社会であり、ＨＩＶに関しても独
自の対策を練ることが課題となっています。スタッフ９名と小規模なオフィスであ
り、ＨＩＶに関しても政府、ＮＧＯ、感染予防、治療など幅広く携わっています。
また、タンザニアは"One UN(一つの国連)"と呼ばれる試験的な取り組みを実施して
いるため、他の国連機関と協調することも重要な仕事の一つです。 
 
４．ＪＰＯ後の進路に関するアドバイス 
 空席募集については、分野によりポスト数の幅があります。日本人に限らずＪＰ
Ｏ経験者、ＪＰＯを担当したことのある上司などのアドバイスを参考に対策を練る
必要があります。ポスト獲得に苦戦した場合には、緊急支援や短期契約(Temporary 
Assignment)も考慮するように勧められました。 
 
５．ＪＰＯや国連勤務希望者へのアドバイス 
 国連での仕事には多種多様な選択肢があるので、大学の専攻や勤務経験は自分が
一番興味を惹かれる分野で追究することをお勧めします。プログラム分野だけでは
なく、財務やＩＣＴなどオペレーション部門もよく空席を見かけます。学生の方々
は、興味のあることに積極的に挑戦して下さい。そのような経験を通じて、自分の
方向性を見出せるよう頑張って下さい。 
 
（上記の文章は執筆者の個人的見解であり、いかなる意味においても組織としての見解でないこと
をお断りします。） 

 
（了） 
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伊藤 千顕 
 国際移住機関（ＩＯＭ）ケニア事務所ヘルス・プログラムオフィサー 
 ［元ＩＯＭタイ事務所移民健康プログラムサポート担当ＪＰＯ］ 
 
１．ＪＰＯを受けるに到った経緯 
 ＪＰＯを受ける前は、日本の大学院博士課程に所属していました。 
 在学中、タイで移住労働者の公衆衛生（特に感染症）に関する調査をしていたた
め、後にＪＰＯで赴任することになるＩＯＭタイ事務所が開催した会議で研究成果
を発表する機会がありました。それがきっかけで、ＩＯＭの活動を調べるようにな
り、博士課程修了後は、ＩＯＭタイ事務所の移住労働者保健支援プロジェクトに関
わりたいと思うようになりました。ただ、現実的には、いきなり外部からポストに
応募しても、正規職員になるのは難しいと考え、ＪＰＯ経由で入るべく、応募書類
の準備を始めました。 
 
２．ＪＰＯを受けるに当たって 
 ＪＰＯ応募の際のＰ１１やＣＶを作成する作業は、自分が過去に何をやってきた
かをじっくり振り返る良い機会になりました。また、書いたものを多くの人に見て
もらい、そこで得られたコメントやアドバイスについて考えるという作業を繰り返
し行ったことにより、自分自身をより深く・多面的に考えることができたと思いま
す。書類作成にはかなりの時間と労力がかかりましたが、今振り返っても非常に貴
重な経験だったと思います。 
 
３．ＪＰＯでの経験，及び担当業務に対する感想 
 タイ公衆衛生省とともに、タイへの移民（移住労働者や避難民等）のための保
健・医療支援を、プロジェクト・コーディネーターとして担当しました。全体の大
きなプロジェクトを統括するマネージャーをサポートするのが主な役割でした。Ｉ
ＯＭでは、ＪＰＯは即戦力として見られていたため、正規職員と変わらない役割と
責任がある仕事を与えられました。有能な上司や同僚に恵まれ、国際機関の仕事の
基礎やプロジェクト管理のノウハウを学ぶことができました。正直、ＪＰＯとして
自分がどれほど組織に貢献できたのかはわかりませんが、プロジェクト・マネージ
メントをしている現在の仕事には、ＪＰＯでの経験が非常に役立っています。 
 
４．ＪＰＯ卒業後の進路 
 ＪＰＯで希望の機関、事務所、プロジェクトに関われたのは非常に良かったこと
でしたが、当時タイはすでに中進国になっていたため、赴任１年目からすでに、ド
ナーから資金を引き出すのが難しい状態でした。特にprojectizationをしているＩ 
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ＯＭは、基本的には自分の給料は自分自身でドナーから資金を集めてこないとポス
ト自体がなくなってしまうという機関なので、ＩＯＭ以外の機関を含めて１年目か
ら様々なポストを探していました。ただ、２年目終了時点で具体的な話が無かった
ので、半年の延長を外務省にお願いしました。その後もいろいろと探しましたが、
結局はどこからもオファーを得られず、ＪＰＯを終えた後に休職扱いになりました
が、その直後、現在のポストにショートリストされました。ショートリストされて
からは、外務省国際機関人事センターを始め、在ケニア大使館の方やＩＯＭがある
ジュネーブ本部の日本政府代表部等からプッシュをしていただき、幸運にも現在の
ポストを得られました。今考えると、通常の業務と正規職員になる就職活動とを同
時にこなすのは非常に大変でした。休職になって物理的な時間と心の余裕ができた
ため、面接等に関してうまく準備ができて、それが結果的に良い結果に繋がったの
ではないかと感じています。とにかく、ＪＰＯの唯一・最大の任務は、正規職員に
なることであり、それを達成できたので、今は正直ホッとしていますし、任期延長
までしていただいた外務省には本当に感謝しております。 
 

（了） 
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〒１００－８９１９ 

東京都千代田区霞が関２－２－１ 

Ｔｅｌ：０３－５５０１－８２３８（直通） 

http://www.mofa-irc.go.jp 
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